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毒物及び劇物指定令の一部改正のご案内 

 
拝啓、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
さてこの度、毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令（政令第２４２号）が、平成２

２年１２月１５日に公布されました（施行日：平成２２年１２月３１日）。今回の改正によ

り劇物に３品目が新たに指定、劇物から７品目が除外されることとなりました（詳細は別

紙）。弊社総合カタログにおきましては２品目が該当し、劇物に指定されます。 
当該製品をご利用の際、毒物及び劇物取締法に準じた取扱いをしていただけますようお

願い申し上げます。 
 

敬具 
記 

改正となる弊社カタログ記載品 

・イソホロンジアミン(cis,trans-混合)   
商品コード：０１０－４１１９２ 

  

・三塩化バナジル 

商品コード：ＳＴ９－３２３０１、ＳＴ９－３２３０５ 

以上 



【別紙】 
 

１ 次に掲げる物を劇物に指定 

（１）３－アミノメチル－３，５，５－トリメチルシクロヘキシルアミン（別名イソホロンジア

ミン）及びこれを含有する製剤〔Ｃａｓ番号：２８５５－１３－２〕 

（２）オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤〔Ｃａｓ番号：７７２７－１８－６〕 

（３）１，３－ジクロロプロペン及びこれを含有する製剤〔Ｃａｓ番号：５４２－７５－６〕 

 
２ 次に掲げる物を劇物から除外 

（１）４－[６－（アクリロイルオキシ）ヘキシルオキシ]－４’－シアノビフェニル及びこれを

含有する製剤〔Ｃａｓ番号：８９８２３－２３－４〕 

（２）アセトニトリル４０％以下を含有する製剤〔Ｃａｓ番号：７５－０５－８〕 

（３）Ｎ－[（ＲＳ）－シアノ（チオフェン－２－イル）メチル]－４－エチル－２－（エチルア

ミノ）－１，３－チアゾール－５－カルボキサミド（別名エタボキサム）及びこれを含有す

る製剤〔Ｃａｓ番号：１６２６５０－７７－３〕 

（４）４－シアノ－３－フルオロフェニル＝４－[（３Ｅ）－ペンタ－３－エン－１－イル]ベン

ゾアート及びこれを含有する製剤〔Ｃａｓ番号：１３９４４３－６９－９〕 

（５）２－シアノ－Ｎ－メチル－２－[３－（２，４，６－トリオキソテトラヒドロピリミジン

－５（２Ｈ）－イリデン）－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－イソインドール－１－イリデン]ア

セトアミド（別名 ピグメントイエロー１８５）及びこれを含有する製剤〔Ｃａｓ番号：７

６１９９－８５－４〕 

（６）４－[トランス－４－[２－（トランス－４－ブチルシクロヘキシル）エチル]シクロヘキ

シル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（７）４－[トランス－４－[２－（トランス－４－プロピルシクロヘキシル）エチル]シクロヘ

キシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

 
３ 施行期日、経過措置 

施行日は、平成２２年１２月３１日。劇物から除外に係る改正規定については、公布の日に施

行。 

新たに劇物に指定された物については、既に製造、輸入及び販売されている実情に鑑み、平成

２２年１２月３１日現在、その製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者については、平成２３

年３月３１日までは、法第３条（禁止規定）、法第７条（毒物劇物取扱責任者）及び第９条（登

録の変更）の規定は適用されず、また、現に存する物については、平成２３年３月３１日までは、

法第１２条（毒物及び劇物の表示）第１項（法第２２条第５項において準用する場合を含む。）

及び第２項の規定は適用されないこととした。 

 


